
－ 1 見座町内会 道路横断排水路蓋の修繕について ■ 新規 □ 継続
ご要望の道路及び水路については、土地改良区の所有となっていますので市では対応で
きません。所有者にて整備していただきますようお願いします。

維持課

－ 2 見座町内会 道路法面崩れについて ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 3 見座町内会 道路の舗装修繕について（トマトハウス横） ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 4 見座町内会 道路の路肩修繕について □ 新規 ■ 継続
現地を確認したところ、現段階で通行に支障がないと判断しており、今年度の実施の予定
はありませんが、今後も経過観察を継続しますので、現状でご理解願います。

維持課

－ 5 見座町内会 排水路の修繕について □ 新規 ■ 継続

ご提案の箇所については、今年度実施の予定はありません。実施に当たっては地元分担
金が必要となります。当水路の修繕には、農村環境多面的機能向上事業、中山間地域等
直接支払事業の活用についても関係者でご協議のうえ、支所基盤産業課へご相談くださ
い。

農務課

－ 6 見座町内会 排水路下流の修繕について □ 新規 ■ 継続
現地を確認したところ、排水に支障はなく、今年度修繕の予定はありませんが、今後も経
過観察を継続しますので、現状でご理解願います。

維持課

－ 7 見座町内会 用水の修繕について □ 新規 ■ 継続
ご要望の箇所については、建物の近接などの理由により、一部施工が困難な区間があり
ますので、実施について検討します。

維持課

－ 8 小瀬町内会 舗装の修繕について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 9 小瀬町内会 排水路の改修について □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 10 立岩町内会 橋梁の架け替え又は歩道の新設 □ 新規 ■ 継続
ご提案の橋梁については、平成２４年度に耐震補強工事を実施しました。架け替え及び歩
道新設の計画はございませんので、現状でご理解願います。

建設課

－ 11 小谷町内会 市道と国道の角ブロック修繕 ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 12 小谷町内会 道路横断水路の清掃３カ所 □ 新規 ■ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「農業用水からの出水も原因と
考えられるので、用水管理者と調整します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望しま
す。

維持課
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－ 13 小谷町内会 小谷区内３６１号線を黄色ラインにしてほしい。 ■ 新規 □ 継続 所管である県公安委員会に要望します。 維持課

－ 14 小谷町内会 ゴミ収納ＢＯＸ取替 ■ 新規 □ 継続
市内のごみステーションに係る設置・維持管理は全て地域の町内会にお願いしており、市
でごみ収納ボックスを取り替えることはできませんのでご理解願います。

生活環境課

－ 15 甲　町内会 市道下甲西前平線路面補修 □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 16 甲　町内会 甲区内　Ｕ字溝　蓋の設置（約50ｍ） ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 17 甲　町内会 集水桝上蓋設置 ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 18 甲　町内会 甲谷　護岸工事 □ 新規 ■ 継続

ご提案の箇所については、平成２６年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ
「河川占用施設の上下流は、その施設の付帯施設として占用者の管理となっている。ご要
望の箇所は地元土地改良組合が設置した農業用水施設の付帯施設として河川を占用して
いるため、地元組合にて管理をお願いします。」とのことでしたのでご理解願います。また、
この箇所の護岸嵩上げ、河床の土砂撤去等を行う場合は県高山土木事務所との河川協
議、工事の地元分担金が必要です。

農務課

－ 19 甲　町内会 甲谷　倒木撤去 ■ 新規 □ 継続

ご提案の箇所の現地確認をしたところ、個人所有林の木々が甲谷へ倒れこんでいる状態
であり、市では直接倒木処理することはできませんのでご理解願います。
　なお、市では倒木処理の支援事業を設けておりますので、活用されますよう町内会から
も森林所有者へ、働きかけ願います。
　また、倒木の一部は県高山土木事務所が管理する砂防河川に倒れております。これに
ついては、同事務所へ撤去について要望します。

林務課

－ 20 万石町内会 側溝蓋設置について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 21 万石町内会 側溝蓋修繕について ■ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課

－ 22 万石町内会 集水桝蓋修繕について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 23 万石町内会 側溝蓋分割切断について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 24 万石町内会 道路舗装について ■ 新規 □ 継続
ご要望の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないため、現状でご
理解願います。

維持課

－ 25 万石町内会 道路拡張について ■ 新規 □ 継続

ご提案の路線については、国道361号交差部からあさひ薬局交差点までの区間のうち、こ
れまでに官地幅がある箇所について拡幅を行いました。森林管理署の建物がある箇所を
含むそれ以外の区間については、拡幅用地が無いため整備の予定はありませんが、必要
となる用地の土地所有者からの寄付の同意と分筆測量図の作成までのご協力が得られる
のであれば、整備について検討します。なお、森林管理署とは、地元のご協力が得られた
後の協議となります。

建設課

－ 26 万石町内会 道路舗装について ■ 新規 □ 継続
ご要望の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないため、現状でご
理解願います。

維持課
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－ 27 上ヶ見町内会 危険地内に近寄らないための処置 ■ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課

－ 28 上ヶ見町内会 諏訪の森公園内のフェンス補修 □ 新規 ■ 継続 今年度実施します。 都市整備課

－ 29 上ヶ見町内会 上ヶ見町内会の花壇・国道３６１号植え込みの撤去 □ 新規 ■ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「平成28年度に防草シートを設
置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 30 下青屋町内会 野中用水Ｕ字溝の据替（改良） □ 新規 ■ 継続
ご提案の箇所については、平成２４年度以降当該箇所の上流部から計画的に修繕を実施
しており、今年度はその下流部について10月以降に一部実施します。

農務課

－ 31 下青屋町内会 農業用水路のＵ字溝の設置 ■ 新規 □ 継続

ご提案の箇所については、今年度実施の予定はありません。実施に当たっては地元分担
金が必要となります。当水路の修繕には、農村環境多面的機能向上事業、中山間地域等
直接支払事業の活用についても関係者でご協議のうえ、支所基盤産業課へご相談くださ
い。

農務課

－ 32 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現地確認の結果、一部崩壊し
ているところが見受けられたため、平成28年度以降に適切に対応を実施します」との回答
でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 33 上青屋町内会 道路修繕 ■ 新規 □ 継続
ご提案の道路は、市が管理する林道ではなく、地域の森林関係者等が開設された森林作
業道であると思われます。そのため、市が対応策を講ずることはできませんので、ご理解
願います。

林務課

－ 34 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 35 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 36 上青屋町内会 道路修繕 ■ 新規 □ 継続 ご要望の箇所については、上流部の排水計画を見直し、実施に向けて検討します。 維持課

－ 37 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続 昨年度末までに実施しました。 維持課

－ 38 上青屋町内会 久蔵神社とちの木（市指定天然記念物）の保護 ■ 新規 □ 継続

当該文化財は、町内会が所有するものであり、市が保護処置に係る経費を全額負担する
ことはできません。高山市文化財保護条例施行規則に基づく、事業経費に対する2分の1
の額の補助でご理解ください。
なお、現状の確認については引き続き行ってまいりますので、保護処置の方法等について
はご相談ください。

文化財課

－ 39 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続
昨年も回答していますが、民地の石積みであるため市では整備できません。所有者にて対
応をお願いします。

維持課

－ 40 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 41 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 42 上青屋町内会 水路改修 □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課
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－ 43 浅井町内会 外灯の電気の接続 ■ 新規 □ 継続 今年度、7月末までに実施します。 維持課

－ 44 浅井町内会 流道溝の土砂の撤去 ■ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所へ要望します。 維持課

－ 45 浅井町内会 縁石の補修 ■ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所へ要望します。 維持課

－ 46 大廣町内会 ガードレールの設置 □ 新規 ■ 継続 今年度、８月末までに実施します。 維持課

－ 47 大廣町内会 大廣町内林道整備の件 ■ 新規 □ 継続
林道の修繕については、通行に著しく支障をきたす箇所から順次実施しています。ご提案
の林道カナギヶ洞－口有道線の現地を確認したところ、現状で通行に支障がなく今年度修
繕の予定はありませんので、ご理解願います。

林務課

－ 48 大廣町内会 大廣町内林道脇、斜面整備及び改善の件 ■ 新規 □ 継続
林道の修繕については、通行に著しく支障をきたす箇所から順次実施しています。ご提案
の林道カナギヶ洞－口有道線の現地を確認したところ、現状で通行に支障がなく今年度修
繕の予定はありませんが、今後も経過監視を継続します。

林務課

－ 49 大廣町内会 大廣町内林道整備の件 ■ 新規 □ 継続 昨年度末までに実施しました。 維持課

－ 50 大廣町内会 ガードレールの新設 ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 51 黒川町内会 市道の改良・舗装新設 ■ 新規 □ 継続
ご要望の市道については、林野庁飛騨森林官理署からの委託作業のため大型車の利用
頻度が高く、それが原因で修繕が必要となっていると考えられます。原因者である同管理
署へ要望します。

維持課

－ 52 黒川町内会 舗装の修繕について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 53 黒川町内会 国道の舗装修繕 ■ 新規 □ 継続

【下水道課】
マンホール周辺の舗装修繕は、9月末までに実施します。
【維持課】
橋と舗装の段差解消については、所管である県高山土木事務所に要望します。

下水道課
維持課

－ 54 黒川町内会 農業用水路の改良・修繕 ■ 新規 □ 継続

ご提案の箇所については、今年度実施の予定はありません。実施に当たっては地元分担
金が必要となります。当水路の修繕には、農村環境多面的機能向上事業、中山間地域等
直接支払事業の活用についても関係者でご協議のうえ、支所基盤産業課へご相談くださ
い。

農務課

－ 55 黒川町内会 農業用水路の改良・修繕 □ 新規 ■ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「平成28年度に現地を調査し対
策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 56 寺附町内会 落石ネット破損の為 ■ 新規 □ 継続 昨年度末までに実施しました。 維持課

－ 57 寺附町内会 道路のひび割れ陥没 ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 58 宮之前町内会 市道の道路舗装修繕について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課
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－ 59 宮之前町内会 市道の側溝敷設について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 60 桑之島町内会 秋神川河川環境整備作業 ■ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所へ要望します。 維持課

－ 61 一之宿町内会 用水路の修理 ■ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所へ要望します。 維持課

－ 62 一之宿町内会 橋の修理 □ 新規 ■ 継続 所管である県高山土木事務所へ要望します。 維持課

－ 63 一之宿町内会 道路沿いの大木の撤去もしくは移植 □ 新規 ■ 継続 所管である県高山土木事務所へ要望します。 維持課

－ 64 西洞町内会 下西洞線ガードレール修繕について ■ 新規 □ 継続
ご提案の箇所につきましては、除雪業務時の破損と考えられるため、除雪請負業者と協議
します。

維持課

－ 65 西洞町内会 ハチヤ線ガードレールの修繕のついて ■ 新規 □ 継続
ご提案の箇所につきましては、除雪業務時の破損と考えられるため、除雪請負業者と協議
します。

維持課

－ 66 西洞町内会 西洞線側溝修繕について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 67 西洞町内会 ハチヤ線側溝修繕について □ 新規 ■ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課

－ 68 西洞町内会 上西洞線舗装修繕について ■ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】
朝日支所
基盤産業課



○ 2 見座町内会 道路法面崩れについて ■ 新規 □ 継続

○ 3 見座町内会 道路の舗装修繕について（トマトハウス横） ■ 新規 □ 継続

○ 8 小瀬町内会 舗装の修繕について ■ 新規 □ 継続

○ 9 小瀬町内会 排水路の改修について □ 新規 ■ 継続

○ 11 小谷町内会 市道と国道の角ブロック修繕 ■ 新規 □ 継続

○ 17 甲　町内会 集水桝上蓋設置 ■ 新規 □ 継続

○ 22 万石町内会 集水桝蓋修繕について ■ 新規 □ 継続

○ 41 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続

○ 42 上青屋町内会 水路改修 □ 新規 ■ 継続

○ 50 大廣町内会 ガードレールの新設 ■ 新規 □ 継続

○ 68 西洞町内会 上西洞線舗装修繕について ■ 新規 □ 継続

△ 16 甲　町内会 甲区内　Ｕ字溝蓋の設置（約50ｍ） ■ 新規 □ 継続

△ 34 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続

△ 52 黒川町内会 舗装の修繕について ■ 新規 □ 継続

まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

 ※
 実施事業

整理番号 町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応

情　報　提　供　一　覧　表　（　市　道　等　の　維　持　・　修　繕　案　件　）　　　【平成　２８　年度事業】

地　　　区　　　名 朝日まちづくり協議会

代表者（責任者） 林　順一 所　管　課 朝日支所　基盤産業課

連　絡　先（電話） 0577-77-9467（事務局） 連　絡　先 ０５７７－５５－３３１１

今年度8月末までに一部実施します。

今年度8月末までに実施します。

今年度8月末までに実施します。

今年度9月末までに実施します。

今年度9月末までに実施します。

今年度9月末までに実施します。

今年度9月末までに実施します。

今年度8月末までに実施します。

今年度8月末までに実施します。

今年度8月末までに実施します。

今年度9月末までに実施します。

今年度9月末までに実施します。

今年度9月末までに一部実施します。

今年度9月末までに損傷の著しい箇所を中心に一部実施します。



まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

 ※
 実施事業

整理番号 町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応

△ 57 寺附町内会 道路のひび割れ陥没 ■ 新規 □ 継続

△ 58 宮之前町内会 市道の道路舗装修繕について ■ 新規 □ 継続

△ 59 宮之前町内会 市道の側溝敷設について ■ 新規 □ 継続

△ 67 西洞町内会 ハチヤ線側溝修繕について □ 新規 ■ 継続

× 15 甲　町内会 市道下甲西前平線路面補修 □ 新規 ■ 継続

× 20 万石町内会 側溝蓋設置について ■ 新規 □ 継続

× 23 万石町内会 側溝蓋分割切断について ■ 新規 □ 継続

× 35 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続

× 40 上青屋町内会 道路修繕 □ 新規 ■ 継続

× 66 西洞町内会 西洞線側溝修繕について ■ 新規 □ 継続

今年度は、実施しません。

今年度は、実施しません。

実施事業　：　○実施、△一部実施、×未実施

今年度は、実施しません。

今年度は、実施しません。

今年度は、実施しません。

今年度は、実施しません。

今年度8月末までに一部実施します。

今年度9月末までに一部実施します。

今年度9月末までに一部実施します。

今年度8月末までに一部実施します。




